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コ
マ

書
源
の
誌
の
知
き
も
行
は
れ
る
の
で
あ
る
。
依
っ
て

か
の
影
像
を
返
還
し
、
他
都
と
歩
調
を
一
に
し
て
金

搾
別
院
の
監
督
を
受
け
、
邪
論
の
跡
を
絶
ち
た
い
と

い
ふ
に
あ
っ
た
。
是
に
於
い
て
本
山
は
明
和
六
年
溺

法
院
を
使
併
と
し
て
加
賀
に
下
し
、
影
像
を
別
院
に

移
す
が
震
に
、
本
蓮
寺
を
し
て
都
中
三
十
俄
よ
一
す
を

曾
し
て
承
諾
の
捺
印
を
徴
せ
し
め
た
腕
、
長
国
寺
・

稽
各
寺
・
法
海
寺
は
同
意
し
た
が
、
本
鐙
寺
・
融
仰
蹄
寺
・

本
光
寺
等
は
承
服
せ
ず
、
勝
光
寺
は
惚
度
を
明
ら
か

に
し
な
か
っ
た
。
是
よ
り
門
徒
聞
の
物
情
騒
然
、
白

山
山
麓
の
幕
府
領
諾
村
民
ま
で
も
小
松
に
来
。
、
絢

鴎
寺
の
影
像
を
守
殺
せ
ん
が
鑓
鍛
胞
を
側
担
に
列
ね

て
響
戒
し
、
之
に
封
し
て
本
諮
寺
は
本
山
の
命
に
よ

る
こ
と
を
高
唱
し
て
影
像
を
轄
取
せ
ん
と
し
た
。
か

か
る
際
翌
七
年
ニ
用
六
日
夜
勅
蹄
寺
の
備
を
搬
く
も

の
が
あ
る
と
同
時
に
、
群
民
麟
起
し
て
勝
光
寺
と
稽

名
寺
を
襲
う
て
鼠
暴
し
、
本
蓮
寺
・
長
岡
寺
に
伎
入

し
て
堂
塔
俄
像
を
破
漉
し
た
。
後
加
賀
滞
は
本
蓮
寺

側
が
騒
援
の
凶
を
録
し
た
を
非
と
し
て
閉
門
を
命

じ
、
事
一
た
び
務
着
し
た
が
、
.
耐
も
一
陶
議
常
に
相
反

目
し
て
ゐ
た
の
を
、
享
和
中
金
揮
の
永
臨
寺
能
起
の

周
旋
に
よ
っ
て
初
め
て
和
解
し
た
。

ヨ
マ
ツ
シ
ユ
ウ
ガ
ク
シ
ヨ
小
松
集
畢
所

J
Y

ユ
ウ
ギ
ド
ウ
集
義
堂
。

コ
マ
ツ
シ
ョ
ウ
小
松
庫
元
機
元
年
操
縦
白
往

生
停
に
.
『
街
鍵
。
字
本
器
。
又
稽
-
-
口
稽
刊
加
州
小

松
庄
人
。
』
と
あ
る
。
併
し
街
趣
は
承
腿
一
元
年
示
寂
し

た
人
で
、
そ
の
頃
小
松
庄
の
名
が
あ
っ
た
と
は
思
へ

な
い
。ヨ

マ
ツ
ジ
ヨ
ウ
小
松
城
ハ
一
〉
拍
車

l
能
美
郡

に
在
る
。
も
と
一
向
一
授
の
徒
の
操
る
腕
で
あ
っ
た

と
い
ふ
が
、
そ
の
沿
革
は
明
ら
か
で
な
い
。
天
正
八

年
柴
田
勝
家
が
加
賀
の
一
撲
を
.
平
定
す
る
や
、
織
田

信
長
は
村
上
次
郎
右
衛
門
額
勝
を
能
楽
部
六
高
六
千

石
に
封
じ
、
小
松
城
に
銀
せ
し
め
た
。
十
一
年
羽
柴

秀
吉
、
丹
羽
五
郎
左
衛
門
長
秀
を
越
前
・
若
狭
謹
政
郡

及
び
加
賀
の
江
沼
・
能
美
二
部
に
封
じ
、
顧
勝
は
長
秀

の
奥
カ
と
な
っ
た
。
十
三
年
四
局
長
秀
夜
し
、
子
五

郎
左
衛
門
長
震
の
時
、
越
前
・
加
賀
の
所
領
を
除
か

れ
た
が
、
額
勝
は
筒
小
松
城
に
在
っ
て
、
越
前
北
庄

城
烹
掘
久
太
郎
秀
政
の
奥
カ
と
な
っ
て
ゐ
た
。
次
い

で
慶
長
二
年
秀
政
の
子
左
衛
門
督
秀
治
は
越
後
春
日

山
城
に
移
り
、
額
勝
も
亦
問
凶
本
庄
に
縛
ぜ
し
め
ら

れ
た
。
長
震
は
先
に
加
賀
の
松
任
城
に
在
っ
た
が
、

是
に
奈
り
秀
吉
の
命
に
よ
っ
て
小
松
械
に
移
り
、
前

領
四
誠
.
石
の
外
新
た
に
八
万
石
を
加
へ
て
加
賀
守
と

帯
し
た
。
五
年
前
回
利
長
長
震
と
職
ひ
、
幾
く
も
な

く
和
議
を
講
じ
た
と
は
い
へ
.
徳
川
家
康
は
長
重
の

強
臣
民
に
減
し
た
の
を
貰
め
て
そ
の
領
首
を
慨
ひ
、

利
長
を
し
て
悉
く
之
を
併
さ
せ
た
。
寛
永
十
六
年

前
凶
利
常
老
を
告
げ
、
小
松
城
を
以
て
蒐
護
の
地
と

定
め
、
城
郭
の
経
質
を
改
め
、
翌
十
七
年
六
周
七
日

江
戸
を
渡
し
、
東
海
道
を
経
て
小
松
に
入
台
、
ニ

J

丸
に
住
し
た
が
、
家
臣
の
従
ひ
来
り
邸
を
城
下
に
檎

へ
る
も
の
多
か
っ
た
。
高
治
元
年
十
周
十
二
日
利
常

の
猿
じ
た
後
、
悶
十
二
局
徳
川
家
網
は
小
松
城
を
前

回
綱
紀
に
附
し
た
。
蓋
し
寛
永
十
五
年
幕
府
令
し
て

一
同
一
城
の
制
を
定
め
た
の
で
、
封
内
大
理
寺
・
小

松
・
七
尾
諸
城
皆
麗
し
た
が
、
翌
十
六
年
利
常
麗
め
て

小
松
城
を
築
く
の
許
可
を
得
た
た
め
、
迭
に
滞
末
に

至
る
ま
で
之
を
・
越
し
得
た
の
で
あ
る
。
今
僅
か
に
栂

援
の
泊
祉
を
存
す
る
。

〈
ニ
〉
城
郭
の
規
模

l
本
城
の
規
模
は
本
丸
一
周
六
町

五
十
閥
三
尺
、
一
一
，
丸
一
周
六
町
十
閥
、
三

J

丸
一
周

八
町
十
六
閲
、
中
土
居
一
周
九
町
十
閥
、
陵
島
一
周

八
町
、
琵
琶
島
一
周
六
町
十
三
聞
で
、
そ
の
金
周
二
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3

十
四
町
で
あ
っ
た
o

g
c水
利

l
本
城
は
平
城
で
は
あ
る
が
、
水
流
の
迂

像
祭
回
甚
だ
し
く
、
一
朝
掛
川
の
河
口
を
附
議
す
る

時
は
、
附
近
一
帯
に
一
大
湖
水
の
観
を
呈
す
る
か
ら
、

嬰
り
て
防
禦
す
る
も
の
L
利
便
は
大
き
い
。
球
に
利

常
の
財
力
を
傾
け
て
之
を
経
聾
し
た
後
は
、
迭
に
小

訟
の
浮
城
と
い
ふ
名
穏
を
以
て
人
口
に
脆
表
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
の
梯
川
の
水
械
を
利
用
し
た
堕
壌

の
設
計
に
関
し
て
は
、
天
明
中
城
番
で
あ
っ
た
富
田

景
周
の
越
菅
賀
三
州
志
に
、
『
凡
そ
小
按
城
の
盟
水
は

梯
川
の
水
也
O

兵
水
口
は
梅
林
院
の
向
よ
り
入
、
下

駄
橋
下
を
松
任
町
に
務
ち
、
千
桑
畑
の
後
を
流
れ
、

中
隊
へ
出
づ
。
是
よ
り
二
流
と
な
り
、
一
水
は
馬
廻

の
士
居
宅
の
後
を
廻
り
て
、
北
庄
僑
下
を
過
ぎ
て
鹿

蕗
ヘ
出
で
、
是
よ
り
一
流
と
成
て
河
口
へ
出
づ
。
叉

一
水
、
舟
止
二
枚
橋
下
よ
り
白
鳥
盟
ヘ
出
で
、
是
よ

り
牧
島
と
中
土
居
と
の
聞
を
遁
b
、
琵
琶
島
腰
を
過

ぎ
て
愛
宕
前
へ
出
で
、
長
橋
の
下
を
暖
て
、
夫
よ
り

内
彊
ヘ
入
り
て
二
涯
と
な
り
、
左
の
水
は
筋
強
橋
下

を
涜
れ
、
鹿
島
と
築
屋
つ
ど
き
と
の
聞
を
庭
、
本
丸

に
沿
う
て
綴
る
。
右
の
水
琵
琶
島
に
沿
う
て
、
ハ
こ
の

間
石
橋
の
下
よ
り
外
藍
の
水
流
れ
入
る
な
り
。
〉
護
所

橋
下
を
遇
。
、
車
橋
の
下
よ
り
本
丸
を
緩
0
.
左
右

の
水
一
流
と
な
り
、
融
棲
の
向
か
う
よ
b
白
鳥
彊
へ

出
づ
。
総
べ
て
此
城
壁
の
水
は
減
る
L

こ
と
な
き
ゅ

ゑ
、
首
尾
の
叙
次
な
し
。
叉
一
水
、
外
壁
松
任
町
の

背
口
に
あ
り
。
容
願
寺
門
口
よ
り
掘
出
し
、
櫛
京

町
遜
に
て
止
む
。
文
一
水
、
外
壁
あ
り
。
梯
川
橋
の

少
し
下
流
よ
り
椀
河
の
水
入
り
、
小
橋
の
下
を
臆
て
、

新
町
の
櫛
を
通
り
、
小
寺
橋
下
を
遁
り
、
本
蓮
寺
を

織
り
、
九
穂
積
・
安
欝
橋
下
を
流
れ
、
漬
回
の
渡
ロ

ヘ
流
出
す
。
叉
此
外
に
薬
研
掴
あ
り
。
是
は
竹
島
と

演
固
と
の
閲
也
。
末
は
七
十
閲
米
臨
遜
ま
で
歪
り
て

三
一
八

止
る
。
』
と
記
し
て
ゐ
る
。

コ
マ
ツ
ジ
ヨ
ウ
コ
ウ
小
松
按
考
一
加
。
文
化

四
年
宮
悶
焼
周
著
。
加
州
小
松
城
考
と
も
加
賀
州
小

松
城
考
と
も
い
ふ
。
小
松
城
の
起
源
か
ら
、
前
間
利

常
の
隠
居
し
た
寛
永
十
六
年
乃
至
高
治
元
年
の
事
情

が
記
さ
れ
、
小
松
域
闘
一
一
服
・
敵
極
闘
九
帳
が
添
へ

ら
れ
て
ゐ
る
。
但
し
そ
の
文
は
、
越
菅
賀
三
州
志
来

図
概
斑
附
録
巻
之
三
小
松
城
の
傑
に
同
じ
い
。

コ
マ
ツ
ジ
ヨ
ウ
ダ
イ
小
松
按
代
初
め
は
年
寄

衆
か
ら
勤
め
、
中
頃
か
ら
家
老
を
以
て
し
た
。
即
ち

慶
長
五
年
十
周
前
回
源
峰
長
穏
之
を
命
ぜ
ら
れ
‘
そ

の
子
内
記
直
知
、
そ
の
子
樹
脂
直
正
、
そ
の
子
長
松

ハ
孝
貞
〉
の
後
見
志
隙
直
成
ま
で
在
城
し
た
が
、
寛
永

十
六
年
か
ら
は
前
回
利
常
の
隠
跨
在
城
す
る
こ
と
に

な
っ
た
鑓
話
取
は
な
か
っ
た
。
然
る
に
誠
治
元
年
利

常
の
逝
去
後
は
横
山
左
衛
門
忠
次
、
ご
年
正
用
か
ら

前
回
三
左
衛
門
直
之
、
延
費
二
年
十
一
周
か
ら
前
悶

平
太
夫
長
成
が
命
ぜ
ら
れ
、
七
年
八
用
長
成
の
夜
後

に
至
っ
て
再
び
之
を
陵
し
、
天
和
三
年
三
用
前
回
佐

渡
孝
貞
が
命
ぜ
ら
れ
て
移
住
を
厳
し
、
元
隊
八
年
よ

り
は
周
番
年
寄
申
の
任
と
な
り
、
十
六
年
七
局
ま
た

前
回
備
前
貞
親
に
命
ぜ
ら
れ
、
役
知
三
千
石
を
賜
は

り
、
以
後
例
と
な
っ
た
。
賢
永
二
年
十
周
貞
親
の
夜

後
関
磁
と
な
っ
た
が
、
次
い
で
事
保
元
年
七
用
に
は

前
田
修
理
知
顔
、
元
文
四
年
十
二
局
に
は
そ
の
子
修

理
知
久
が
代
り
、
延
事
五
年
六
周
奥
村
内
勝
成
象
、

寛
延
二
年
九
用
背
山
将
監
察
次
を
経
て
以
後
述
綿
し

た
が
、
明
和
入
年
九
居
前
回
修
理
知
般
の
病
死
し
て

か
ら
関
職
と
な
っ
た
。

コ
.
マ
ツ
ジ
ヨ
ウ
ナ
ン
タ
ヨ
ウ
ホ
タ
フ
小
松
城
南

城
北
賦
一
加
。
城
南
賦
は
、
小
松
町
公
領
橋
を
界

と
し
て
南
方
に
詰
る
地
匿
の
名
所
名
物
を
書
き
列
ね

た
も
の
で
あ
り
、
事
和
三
突
亥
年
冬
十
周
岸
柳
盤
謡


